
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた方針 

１ 現状 
(１)職種ごとの人数、平均給与、平均年齢及び民間従業員データ（平成３１年４月１日現在） 

 

 
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
（平成 28～30 年の 3 カ年平均） 
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点にお

いて完全に一致しているものではありません。 
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12

倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前
年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

 
  



(２)職種ごとの年齢別人数 

区分 全体 
 

給食調理員 清掃作業員 
２０歳未満    

２０歳～２９歳    
３０歳～３９歳    
４０歳～４５歳  １人   １人 
４６歳～４９歳  １人  １人  
５０歳～５５歳  ６人  ３人  ３人 
５６歳～５９歳  ４人  ２人  ２人 

６０歳以上  ３人  ２人  １人 
合計 １５人  ８人  ７人 

 
(３)その他給与に関する事項 

ア．給料表 
行政職給料表（二）を基に合成した給料表を適用（２級制） 

 
イ．技能労務職員に係る特殊勤務手当 

名称 支給要件 支給額 

清掃作業手当 

塵かいを収集し、又はこれを処理する作業に従
事したとき 

日額６００円 

へい獣の処理作業に従事したとき 日額５００円 

 
２ 基本的な考え方 
(１)給食調理業務について 

新規採用は行わず、再任用職員の活用を進めながら、第５次播磨町行政改革大綱に即して
外部委託の導入を推進する。 
 
(２)清掃作業業務について 

令和４年度から開始されるごみ処理広域化、激甚化する自然災害への対応に万全を期す
とともに、より効果的で効率的な行財政運営を図るため、外部委託等の導入も検討しつつ、
適切な職員の配置を進める。 
 
  



３ 具体的な取組内容 
(１)人事評価の利活用 

平成２８年度より本格運用を行っている人事評価の利活用を図り、処遇への反映を積極
的に行う。 
 
(２)清掃作業員の業務範囲の拡大 

任期の定めのない清掃作業員については、播磨町における防災及び水防に係る活動に積
極的に役割を果たすとともに、町内小中学校の児童生徒に対する環境教育、被災地支援、外
部委託を導入した際には指導的役割を果たす等、業務範囲の拡大を図る。 
 
(３)外部委託等の導入 

より効果的で効率的な行財政運営を図るため、外部委託等の導入も継続して検討する。 


